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第１章 産業廃棄物処理業における労働災害の
 発生状況と職場のあんぜんサイトの労働
 災害事例



産業廃棄物処理業における労働災害の発生状況

令和７年６月

公益社団法人全国産業資源循環連合会
 安全衛生委員会 

































職場のあんぜんサイト
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_FND.aspx)

労働災害事例
検索

業種：清掃・と畜業
件数：113





















1.202508201 【埼玉労働局】下水道管路等作業における硫化水素中毒
防止対策の徹底について
【埼玉労働局】下水道管路等作業における硫化水素中毒防止対策の
徹底について
下記のとおり、埼玉労働局から下水道管路等作業における硫化水素中
毒防止対策の徹底について周知依頼がありました。
令和７年８月２日、行田市内の下水道管路内点検作業に従事していた
作業者４人が死亡する重大な災害が発生しました。
当該災害につきましては調査中でありますが、下水道管路内の硫化水
素ガスを吸入したことが原因と推定されます。
つきましては、貴会におかれましても、貴会会員事業場に対して、下水
道管路等作業のみでなく、酸欠則に定める安全管理措置の適切な実
施を周知いただくよう特段の配慮をお願いします。
別添４のリーフレットも必要に応じてご活用ください。



























本州最北端の大間崎
ハマナス



第２章 令和６年の労働災害発生状況と第14次労働
災害防止計画（腰痛予防、熱中症対策等各論を含む）











































2024年８月 朝日新聞

仕事中に大けがをしたベトナム人従業員に対して、理解で
きる方法での安全衛生教育をしていなかった。

約１,０３０万円の賠償命令。 



















2024年（令和６年） 職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）



























湿球温度計

乾球温度計 黒球温度計
（輻射熱）

屋外で太陽照射がある場合：
WBGT＝0.7x湿球温度 + 0.1x乾球温度 + 0.2x黒球温度

* WBGTには輻射熱と湿度が考慮されている。





日本救急医学会  2024/07/25公表

https://www.jaam.jp/info/2024/files/20240725_2024.pdf



1. Active Cooling
＊個別の冷却方法を推奨はしない。
＊冷蔵庫に保管していた輸液製剤を投与することや、クー
ラーや日陰の涼しい部屋で休憩することは「Passive 
Cooling」
 
2. Ⅳ度の導入
Ⅳ度：深部体温40.0℃以上かつGCS≦8 
（GCS：開眼・発語・運動の３項目で意識レベルを評価する
世界標準の指標）
qⅣ度：表面体温40.0℃以上（もしくは皮膚に明らかな熱感
あり）かつGCS ≦8 【深部体温の測定不要】



診療アルゴリズム 
表面体温にて、qⅣ度と考えた場合は、深部体温測定を行

い、速やかに重症度を判断する。
Ⅳ度と判断された場合、早急にActive Coolingを含めた集

学的治療を実施する。 

軽症例（Ⅰ～Ⅱ度）：クーラーや日陰の涼しい部屋で休憩す
るPassive Coolingと水分・電解質（Naから変更）の補給で症
状が軽快しうるが、改善に乏しい場合は、深部体温を測定
したうえで、Active Cooling を行うべきである。 

経口補水液、DIC治療薬、暑熱順化については十分な研
究成果が得られておらず、今後の検討課題となる。





清掃・と畜業の業務上疾病の推移













岩手県 早池峰山
ハヤチネウスユキソウ



第３章 安全衛生管理・活動のための体制づくりと
 安全衛生管理を進める上でのポイント 



労働安全衛生法の概要
事業場における安全衛生管理体制の確立

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任
安全委員会、衛生委員会等の設置

事業場における労働災害防止のための具体的措置
危害防止基準：機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施
安全衛生教育：雇入れ時、危険有害業務就業時に実施
就業制限：クレーンの運転等特定の危険業務は有資格者の配置が必要
作業環境測定：有害業務を行う屋内作業場等において実施
健康診断：一般健康診断、有害業務従事者に対する特殊健康診断等

を定期的に実施
国による労働災害防止計画の策定

厚生労働大臣は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む
事項を定めた中期計画を策定。

















安全衛生管理・活動のための体制づくり(1)

労働者数 300人以上
1 総括安全衛生管理者
資格要件：なし 

業務内容
安全管理者、衛生管理者の指揮を行うとともに、以下の事項に関わる業務の
統括管理 
・ 危険・健康障害防止の措置 
・ 教育の実施 
・ 健康診断の実施、他健康保持増進 
・ 労働災害の原因調査、再発防止対策 など 

＋ 安全管理者 ＋ 衛生管理者



安全衛生管理・活動のための体制づくり(2)

労働者数 50～300人未満
2 安全管理者
資格要件
 ・ 大学等にて理科系統の学科（職業能力開発総合大学校の長期課程等を含
む）を修了し、規定の実務経験を持ち、所定の研修を修了した者 
・ 労働安全コンサルタント 

業務内容
・ 作業場等を巡視し、設備、作業場所・方法に危険がある場合の措置の実施 
・ 安全装置、保護具等の設備・器具の定期的な点検 
・ 作業の安全に関わる教育及び訓練実施 
・ 発生した災害の原因調査・対策検討 など 



3 衛生管理者
資格要件
・ 第一種・第二種衛生管理者免許を有する者 
・ 衛生工学衛生管理者免許を有する者 
・ 医師 
・ 歯科医師 
・ 労働衛生コンサルタント 

業務内容
・ 少なくとも週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害のお
それがあるときの健康障害を防止するための措置の実施 
・ 健康に異常のある者の発見・措置 
・ 作業環境の衛生上の調査 
・ 作業条件、施設等の衛生上の改善 
・ 労働衛生保護具、救急用具等の点検・整備 
・ 衛生教育、健康相談等の実施 など 



労働者数 50人以上
4 産業医
資格要件（以下のいずれかの要件を満たした医師）
・ 労働者の健康管理等を行うのに必要な研修を修了した者 
・ 産業医科大学、その他大学で必要な課程を修めた者で、その大学が行う実
習を履修した者 
・ 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 
・ 大学に常時勤務して、労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講
師の職にあるか、あった者など 
業務内容
・ 健康診断・面接指導等の実施 
・ 健康教育、健康相談等の実施 
・ 作業環境の維持管理に関する事項の実施 
・ 労働者の健康障害の原因調査・再発防止措置
・ 月1回作業場を巡視し、作業方法・衛生状態に有害のおそれがある場合の
健康障害防止措置 など 



労働者数 10～50人未満
5 安全衛生推進者

資格要件
所定の講習を修了した者等 

業務内容
安全管理者、衛生管理者に同じ

安全衛生管理・活動のための体制づくり(3)



安全衛生管理を進める上でのポイント (1)
安衛法

第1章 総則 （第1条
～5条） 

第3章 安全衛生管
理 体制
（第10条～19条の
3） 

No. 項目
1 事業者に
よる基本的
責務

2 労働者に
よる遵守

3 管理者・ 
推進者等の
選任

4 委員会の
設置

概要
事業者は労働者の安全と 健康を
確保すること。
事業者の最も基本的な責務。

労働者は労働災害を防止するた
め必要な事項を守ること。

事業者は安全衛生の管理 や推
進の中心となる人を 決める

事業者は、安全衛生に関 して審
議を行い、意見を 聞く場を設ける。

ポイント 
「労働者」にはパートタ
イマーや期間従業員
なども含まれる。

「労働者」の義務です。

事業規模や業種に応
じ、安全管理者、衛生
管理者、安全衛生推
進者、産業医などを置
き、安全委員会、衛生
委員会などを設置。



安全衛生管理を進める上でのポイント (2)
安衛法

第4章 労働者の危

険又は健康障害を
防止するための措
置
（第20条～36条）

第6章 労働者の就

業に当たっての措
置
（第59条～63条） 

 

No. 項目
5 事業者に
よる危険防
止措置

6 労働者の
遵守

7 教育の実
施

概要
事業者は、設備や作業などによ
り労働者が危険な目にあったり、
ケガや病気をすることがないよう
に防止措置をとる 

労働者は事業者の危険防止措
置に応じて必要な事項を守る 

事業者は労働者に安全衛生教
育を行う

ポイント 
施設、設備、機械に必
要な危険防止、 健康

障害防止措置をとるこ
とが必要。

「労働者」の義務です。

「労働者」にはパートタ
イマーや期間従業員
なども含まれる。



安全衛生管理を進める上でのポイント (3)
安衛法

第7章 健康の保持
増進のための措置
（第65条～71条）

No. 項目
8 健康の保
持増進の措
置

概要
事業者は作業環境測定、作業の
管理、健康診断等の実施により、
労働者の健康の保持・増進を行
う。

ポイント 
法令で定められた業

務を行う作業場につい
て、作業環境測定を行
い記録を保管。

事業者は、常時使用
する労働者を雇い入
れるときは、健康診断
を行い、定期健康診断 
を年に1回以上行うこ
とが必要。

有害業務に従事する
労働者に対し、 特殊

健康診断を行う。



＊刑事罰
労働安全衛生法
違反
業務上過失致死
傷罪

＊損害賠償
不法行為責任・安全配慮
義務違反による損害賠償 

＊行政処分 
作業停止・使用停止
等の行政処分 

＊社会的な信用低下
企業の信用低下、存
在基盤の喪失

労働災害が事業者にもたらすもの

労働災害の発生 
|| 

大きな損害の発生



安全衛生活動により事業者が得られるもの

＊労働者のモチベーションが向上
労働者のやる気向上＝積極的に仕事に取り組む姿勢が生まれる。
労働安全衛生マネジメントシステムでコンプライアンス意識が向上

＊生産性が向上
安全に関しては、先行投資という考え方があり、改善活動に経営

資源をしっかり投入。
＊コストを削減・抑制

災害やヒヤリ・ハットが発生すると、作業が中断したり遅れたりする
ことで無駄なコストが発生。

ムダをなくせば組織が変わる。 







喜界島
月桃の花



第４章 労働災害防止対策



事業者の安全配慮義務

労働契約法第５条（2008年施行）
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等

の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮
をするものとする。

＊使用者の労働者に対する安全配慮義務（健康配慮義務）。
◎メンタルヘルス対策も安全配慮義務に含まれる。



労災補償と損害賠償

（1）労働基準法および労災保険法に基づく労災補償制度と
被災労働者又はその遺族が使用者に対して行う損害賠償
制度（労災民事訴訟制度）がある。
（2）労災民事訴訟制度では、精神的損害（慰謝料）や逸失利
益などを含む全損害の賠償を求めることができる。

現在は使用者等の債務不履行責任（安全配慮義務違反）
を問う形のものが中心。



長時間労働からメンタルヘルス不調をきたして自殺したケー
スの裁判事例（山田製作所事件）（平成19年福岡高裁判決）

自動車等の部品工場に勤務する男性
（24歳）が自殺。妻と両親が会社に対して損害賠償を請求。
＊会社に義務（注意義務ないし安全配慮義務）違反があっ
たか。

１ヶ月に100時間を超える時間外労働・休日労働とリーダー
に昇格したことによる心理的負担の増加から、健康状態の
悪化を招くおそれのあることは容易に認識し得た。
＊予見可能性有りと判断。
＊会社に約7,400万円の賠償金の支払。



リスクアセスメントの実施

  労働安全衛生法の改正
 リスクアセスメントの実施（努力義務）。

労働災害発生の予防的手段
1．事業者が職場にある危険性又は有害性を特定
2．労働災害の重篤度と発生する可能性を併せてリスクとし
て見積もる。
3．対策の優先度を決め、リスクの除去・低減措置を検討す
る。
4．実施して結果を記録する。



リスクとハザード（危険性又は有害性）

左図：ライオンがいるという危険性（又は有害性）がある。
右図：ライオンと人が一緒にいるので、ライオンに襲われ
るという災害が発生する可能性（リスク）がある。







物的要因

人的要因







この画像は表示できません。





ヒューマンエラーの12分類
 
1. 危険軽視・慣れ（このくらいは大丈夫）
2. 不注意、3. 無知・未経験・不慣れ 
4. 近道・省略行動（こうした方が早いだろう）、
5. 高齢者の心身機能低下、6. 錯覚 
7. 場面行動本能（人間の本能的・反射的な行動）、
8. パニック、9. 連絡不足（コミュニケーションエラー）、
10. 疲労、
11. 単調作業による意識低下、
12. 集団欠陥（現場の雰囲気）



この画像は表示できません。

ヒューマンエラーの分類



この画像は表示できません。

80％

  30％



疲労やストレスがたまったり、多くの作業が集中したりする
と注意力や集中力が低下しヒューマンエラーが起こりやすく
なる。

あえて型：当事者の意図した行動によるヒューマンエラー
決まりごとの内容と必要性の理解不足。
決まりごとに納得していない。
決まりごとを守る意識不足。
慢心や自己顕示欲。
間違いはないと確信して確認をしない、手抜きをする、
過剰な行動をする。



2024年08月02日 朝日新聞
オスプレイ「不具合連鎖」 米軍８人死亡事故 歯車に亀裂、
故障

米軍航空機事故調査委員会の報告書
岩国基地を離陸した40分後から異常を知らせる警告灯が

５回出たが、パイロットは予定通りに飛行を続けた。
警告のレベルが上がり屋久島空港への緊急着陸を目指し

たが、墜落。



エラープルーフ：エラーの原因そのものの発生を不可能にす
る仕組みや取り組みのこと。

この画像は表示できません。

以外



身近なエラープルーフの具体例。

水を入れないとスイッチがオンにできない電気ケトル。
栓をしておかないと作動しない風呂自動沸かし機能。
ドア（ふた）を閉めないと作動しない洗濯機。
ブレーキを踏みながらでないとエンジンがかからない自動車。



スイスチーズモデル：イギリスの心理学者ジェームズ・リーズ
ンが提唱した、ヒューマンエラーから事故・トラブルに至るモ
デル。

事故は単独で発生するわけではなく、複数の事象が連鎖し
て発生するという考え方。

事故やトラブルが想定される事象に対して、いくつかの「防
護壁（エラーを防ぐ要素）」を設け、この防護壁を何枚も重ね
て立てることによって事故を防止する。しかし、これらの防護
壁の脆弱な部分や連鎖的なエラーといった「穴」を次々に通
過してしまうと、事故やトラブルに至る。



A ヒューマンエラー 
B 防御壁（エラーを防ぐ要素）＝スイスチーズ 
C 事故・トラブル

スイスチーズモデル
ヒューマンエラーから事故・トラブルに至るモデル例



エラーチェーンの切断
  事象1 事象２ 事象３ 事象４（不可避点）

事故

事故



1999年03月 事故対策委員会の報告
横浜市立大学医学部附属病院で１月１１日に２人の患者

を取り違えて手術。

1.１人の病棟看護婦が２人の患者を同時に手術室に移送。患者受
け渡し時に患者を取り違えた。

2.患者とカルテを別々の窓口で引き渡し，別々に手術室に移送した。

3.患者への名前の呼びかけと患者の返事が患者識別につながらず、
申し送りも活かされなかった。

4.麻酔開始前から主治医が患者に立ち会っていなかった。

5.各種の検査結果が，術前の検査結果と異なることに疑問を持ち，
一応の確認はしたものの，患者の識別には至らなかった。

6.開胸後も，患者の取り違えに気づかずに手術を続行した。



2018年11月
陸上自衛隊の砲弾が演習場外の車を破損。
発射方角誤り、安全確認怠る。

＊いったん訓練が中断した。
射撃分隊長：誤った方向を思い込みで指示。
安全係： 照準の値を確認していなかった。
射撃分隊長：予定時刻になったので、射撃を指示。
安全係： 砲身の方向を確認する立ち位置が違っていた。
指揮官ら：  着弾を目視できなかったが、砲の設定を点検

しなかった。



ヒヤリハット報告活動

ハインリッヒの法則  「1：29：300の法則」
1件の重大事故の背後には、
重大事故に至らなかった29件の軽微な事故が隠れており、
さらにその背後には事故寸前だった300件のヒヤリハット（ヒ
ヤリとしたりハッとしたりする危険な状態）が隠れている。

バードの事故比率
1（重傷または廃失）：10（傷害）：30（物損のみ）：600（傷害も
物損もない事故）



北海道 礼文島
レブンアツモリソウ



第５章 健康の保持増進（メンタルヘルス対策、受動
喫煙対策等）と取り組み事例



健康の保持・増進

第1次予防：健康な状態で行い、さらに積極的に健康増進を
はかる。

（健康教育、予防接種）

第2次予防：疾患の早期発見、早期治療。
（がん検診、人間ドック）

第3次予防：疾病の悪化防止。リハビリテーション。
（機能回復、社会復帰）



疾病分類

業種

(2) (3) (4)

令和５年業務上疾病発生状況（業種別・疾病別）

      

　
　

(7)

(1) (13)

(11) (12)(8) (9) (10)(5) (6)

物理的因子による疾病 作業態様に起因する疾病

起
因
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る
疾
病

～
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の
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業
態
様
に
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）
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務
上
の
腰
痛

負
傷
に
よ
ら
な
い

に
よ
る
疾
病

～

以
外
の
物
理
的
因
子

       保　健　衛　生　業
2,403 (0) 2,194 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 44 (0) 33 (0) 0 (0) 2 (0) 32 (0) 7 (0) 0 (0) 30 (0) 37 (0) 0 (0)

　     接　客　・　娯　楽　業
377 (1) 284 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 108 (1) 43 (1) 1 (0) 3 (0) 8 (0) 1 (0) 0 (0) 29 (0) 25 (0) 0 (0)

　        清　掃　・　と　畜　業
270 (1) 207 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 61 (0) 61 (0) 1 (0) 2 (0) 5 (0) 2 (0) 0 (0) 5 (0) 4 (0) 1 (1)

　     そ　の　他　の　事　業
334 (4) 232 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 167 (6) 165 (6) 0 (0) 4 (0) 8 (0) 3 (0) 0 (0) 11 (0) 12 (0) 0 (0)

　合　　　　　　計
7,483 (35) 6,132 (0) 8 (0) 0 (0) 38 (0) 1,323 (31) 1,106 (31) 8 (0) 40 (2) 114 (0) 39 (0) 4 (0) 249 (0) 176 (0) 4 (4)

（注） １　表は休業４日以上のものである。 ４　「化学物質」は労働基準法施行規則別表第１の２第７号に掲げる名称の化学物質である。 １　表は休業４日以上の
２　疾病分類は労働基準法施行規則第３５条によるものを整理したものである。 ５　本統計の数字は令和５年中に発生した疾病で令和６年３月末日までに把握したものである。 ２　疾病分類は労働基
３　表中の（　　）は死亡で内数である。 ３　表中の（　　）は死亡

資料：業務上疾病調



聴力
（1000Hz）

聴力
（4000Hz）

胸部Ｘ線検査 喀痰検査 血　圧 貧血検査 肝機能検査 血中脂質 血糖検査 尿検査（糖） 尿検査（蛋白） 心電図 有所見率

平成７年 4.7 9.9 2.4 0.7 8.8 5.8 12.7 20.0 － 3.5 2.7 8.1 36.4

８ 4.5 9.8 2.6 0.9 9.2 5.8 12.6 20.9 － 3.4 2.8 8.3 38.0

９ 4.4 9.7 2.7 1.1 9.3 6.0 13.1 22.0 － 3.4 3.0 8.3 39.5

１０ 4.4 9.4 2.9 1.9 9.7 6.2 13.7 23.0 － 3.5 3.3 8.5 41.2

１１ 4.2 9.3 3.1 1.4 9.9 6.2 13.8 24.7 7.9 3.3 3.2 8.7 42.9

１２ 4.1 9.1 3.2 1.5 10.4 6.3 14.4 26.5 8.1 3.3 3.4 8.8 44.5

１３ 4.1 9.1 3.3 1.3 11.1 6.6 15.3 28.2 8.3 3.3 3.4 8.8 46.2

１４ 3.9 8.7 3.3 1.4 11.5 6.6 15.5 28.4 8.3 3.2 3.5 8.8 46.7

１５ 3.8 8.5 3.4 1.6 11.9 6.5 15.4 29.1 8.3 5.1 3.2 8.9 47.3

１６ 3.7 8.4 3.6 1.5 12.0 6.6 15.3 28.7 8.3 3.1 3.5 8.9 47.6

１７ 3.7 8.2 3.7 1.5 12.3 6.7 15.6 29.4 8.3 3.1 3.5 9.1 48.4

１８ 3.6 8.2 3.9 1.8 12.5 6.9 15.1 30.1 8.4 2.9 3.7 9.1 49.1

１９ 3.6 8.1 4.0 2.0 12.7 7.0 15.1 30.8 8.4 2.8 4.0 9.2 49.9

２０ 3.6 7.9 4.1 2.0 13.8 7.4 15.3 31.7 9.5 2.7 4.1 9.3 51.3

２１ 3.6 7.9 4.2 1.8 14.2 7.6 15.5 32.6 10.0 2.7 4.2 9.7 52.3

定期健康診断実施結果（年次別）

　

２４ 3.6 7.7 4.3 2.2 14.5 7.4 15.1 32.4 10.2 2.5 4.2 9.6 52.7

２５ 3.6 7.6 4.2 1.9 14.7 7.5 14.8 32.6 10.2 2.5 4.2 9.7 53.0

２６ 3.6 7.5 4.2 1.9 15.1 7.4 14.6 32.7 10.4 2.5 4.2 9.7 53.2

２７ 3.5 7.4 4.2 1.8 15.2 7.6 14.7 32.6 10.9 2.5 4.3 9.8 53.6

２８ 3.4※1 7.0※1 4.3※1 1.6※1 15.2※1 7.8 15.2※1 32.1※1 11.1※1 2.6※1 4.4※1 9.9 54.1※1

２９ 3.5※1 6.9※1 4.3※1 1.7※1 15.4※1 7.8 15.3※1 31.8※1 11.4 2.8 4.6※1 9.9 54.4※1

３０ 3.5※1 6.9※1 4.5※1 1.8※1 15.7※1 7.7 15.7※1 31.7※1 11.7 2.8 4.4※1 9.9 55.8※1

令和元年 3.5 6.9 4.6 1.6 16.2 7.7 15.9 32.0 11.9 2.9 4.4 10.0 57.0

２ 3.9 7.4 4.5 2.1 17.9 7.7 17.0 33.3 12.1 3.2 4.0 10.3 58.5

３ 3.9 7.3 4.5 2.1 17.8 8.0 16.6 33.0 12.5 3.4 3.8 10.5 58.7

4※2 3.9 7.4 4.5 1.9 18.2 8.3 15.8 31.6 12.7 3.5 3.8 10.7 58.3

５ 3.8 7.2 4.6 2.3 18.3 8.6 15.9 31.2 13.1 3.6 3.8 10.7 58.9

６ 3.8 7.2 4.8 1.9 18.4 8.9 16.2 31.2 13.1 3.8 3.8 10.9 59.4

※1 公表値を修正している。

※2 令和４年分については、令和４年10月の労働安全衛生規則の改正前後の有所見率を各期間で加重平均した推計値である。

（令和４年有所見率）＝（令和４年１～９月の有所見率）×０．７５＋（令和４年10～12月の有所見率）×０．２５

資料：定期健康診断結果調



所見のあった者
人  数 有所見率（％）

令和６年定期健康診断実施結果（業種別）

業　　　　　　　　種 健診実施事業場数 受診者数

06 農 林 業 178 (27) 9,103 6,180 67.9

07 畜 産 水 産 123 (32) 8,925 5,344 59.9

08 商 業 20,360 (4,735) 1,483,552 932,903 62.9

09 金 融 広 告 3,469 (166) 506,702 297,633 58.7

10 映 画 演 劇 317 (120) 20,432 11,061 54.1

11 通 信 業 1,351 (544) 219,849 137,609 62.6

12 教 育 研 究 4,472 (791) 636,460 370,834 58.3

13 保 健 衛 生 18,990 (9,452) 2,170,884 1,211,888 55.8

14 接 客 娯 楽 5,718 (1,885) 252,928 146,883 58.1

15 清 掃 と 畜 2,922 (913) 245,879 173,594 70.6

16 官 公 署 107 (19) 20,714 13,583 65.6

17 他 の 事 業 15,522 (3,721) 1,923,673 1,131,213 58.8

６号～１７号 中計 73,529 (22,405) 7,499,101 4,438,725 59.2

合       計 121,617 (43,772) 12,954,936 7,700,820 59.4













過重労働とメンタルヘルス

１．過重労働は健康に影響を与える。
２．長時間労働による睡眠時間の減少がメンタルヘルス不
調者の発生頻度を高める。（６時間以上が望ましい）
３．労働環境のみでなく、労働者自身のセルフケア及び家族
のケアも必要。
４．過重労働を減らすだけではなく、仕事へのコントロール感、
支援体制、報酬等の対応も必要。
＊2025年の流行語大賞 働いてｘ５回



過労死等とは？

過労死等防止対策推進法第２条で定義。
＊業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を
原因とする死亡。
＊業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とす
る自殺による死亡。
＊死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精
神障害。



長時間労働の脳血管疾患・心臓疾患発症リスク

拘束時間・労働時間      リスク
１日拘束11時間以上（vs 拘束７～１０時間）  ２．７

１日労働11時間以上（vs 労働７～９時間）     ２．９

週労働61時間以上 （vs 週40時間以下）  １．９



受動喫煙への対策
健康増進法の改正

＊2020年４月１日より全面施行

基本的考え方
１. 望まない受動喫煙をなくす。
２. 子ども、患者等に特に配慮。
３. 施設の類型・場所ごとに対策を実施
   原則屋内禁煙



健康増進法の改正
施設等の管理者等の責務等

(1) 喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備（灰皿等）を設
置してはならない。

(2) 都道府県知事は、勧告、命令等を行うことができる。
＊所要の罰則規定（過料）。

施設管理者：最大５０万円
喫煙した人：最大３０万円





AED使用率 コロナ感染拡大で大幅に下がる 救命率も低下
（2022年02月08日 NHK News）

AED（自動体外式除細動器）は突然の心臓の異常で心停
止した人に電気ショックを与える医療機器で胸骨圧迫ととも
に救命処置に欠かせず、全国に60万台以上設置。

2004年7月から一般の人にも使用が認められています。
誰かの目の前で倒れた人がAEDで電気ショックの処置を受

けた割合を示す「使用率」は年々上昇傾向にあり、2019年に
5％を超えましたが、新型コロナの感染が拡大した2020年に
は4.2％に下がりました。

（総務省消防庁と日本AED財団）



兵庫県朝来（あさご）市
竹田城跡（天空の城）





2024年09月16日 朝日新聞

女性への使用 ためらい
専門家「悪意ない限り、罪に問われる可能性ない」

女性へのAEDの使用率が低迷している。
ネット上で「セクハラで訴えられる」といった誤った情報



大分県 平治岳から大
船山 ミヤマキリシマ



第６章 安全衛生優良企業（厚生労働省）と
健康経営優良法人認定制度（経済産業省）、SAFEコ
ンソーシアム





























SAFEとは？
従業員の幸せのための安全アクションを推進する活動体の名称。
Safer Action For Employees

働く人だけでなく、家族、事業者、地域の全ての人の幸せのために、
労働災害を改めて社会問題としてとらえ、顧客も含めたステークホ
ルダー全員で解決策を考え、取り組んで行くため、本活動体を立ち
上げました。

SAFEコンソーシアム
加盟は無料
＊コンソーシアム：合弁ではない2つ以上の個人、企業、団体、政府
（あるいはこれらの任意の組合せ）から成る団体





本日のお話が、皆様のますますのご発展と健康の保持・増
進のお役に立ちますならば、幸甚です。

静岡県賀茂郡河津町
カワヅザクラ
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